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26年 374 農地・農業 知事会
九州地方知事
会

農林水産省、厚生
労働省、経済産業
省、国土交通省

B　地方に対す
る規制緩和

農村地域工業
等導入促進法
第２条第１項本
文カッコ書き
同法施行令第３
条第４号ア

農村地域工業等
導入促進法の適
用人口要件の緩
和

人口２０万人以上の市は農村地域工業等導入促進法
の農村地域に該当しないとして適用から除外される
が、市町村合併によって人口が２０万人以上となった市
については、合併前の市の人口をもって農工法の対象
とするように適用要件を緩和すること。

【支障】企業誘致は地域経済の振興、雇用創出効果が期待できる即効性の高い施策であり、地方
への企業誘致を進めるには、その受け皿となる工業団地の整備は不可欠なものとなっている。提
案県にあるＡ市は、農村地域工業等導入促進法の農村地域として工業団地を整備し企業誘致を
進めてきたが、平成１７年に周辺町村（農村地域）との合併によって市の人口が２０万人以上となっ
たため農工法の適用要件から除外されることになった。しかし、合併によって人口規模が増加して
も、Ａ市の財政力指数が高くなるものではなく、農業振興地域、山村振興地域、過疎地域を有し、
工業等の導入による雇用創出が必要な農村地域であるという実態は何ら変わりはないことから、
地域振興に支障が生じている。
【改正の必要性】農業と工業等の均衡ある発展を図るために、例えば市の人口規模は合併前の旧
市町村単位で適用する（過疎法では、市町村合併に伴い人口が増加した自治体においても、合併
前の旧市町村単位で適用を判断している）など、人口要件を緩和すること。

６　【農林水産省】
（11）農村地域工業等導入促進法（昭46法112）（厚生労働省、経済
産業省及び国土交通省と共管）
（ⅱ）農村地域工業等導入促進法については、農村において雇用の
確保等により所得を向上させるため、制度の活用が一層促進される
よう農村地域（２条１項）に係る人口要件（施行令３条）の緩和を含め
て見直しを検討し、平成27年中に一定の結論を得る。

26年 243 農地・農業 都道府県 広島県
農林水産省、国土
交通省、総務省

B　地方に対す
る規制緩和

特定農山村地
域における農林
業等の活性化
のための基盤整
備の促進に関す
る法律第4条第8
項

農林業等活性化
基盤整備計画の
作成・変更する場
合の都道府県知
事への協議・同意
の廃止

市町村が特定農山村法に基づき農林業等活性化基盤
整備計画を作成・変更する場合の都道府県知事への
協議・同意を廃止する。

【制度改正の必要性】
農林業等活性化基盤整備計画の作成・変更にあたって都道府県知事の同意が必要な事項は、農
林業等活性化基盤整備促進事業の実施に関する事項と計画の一部分であり、本法自体が、市町
村が中心となって地域の自主性を生かしつつ農林業その他の事業の振興を図ることを目的とされ
ている。
市町村の基盤整備計画の策定について迅速化が図られることにより、その後の事業を早期に実
施することが可能となる。
【懸念の解消】
本法令による義務付けによる調整以外での調整を行っているとことであり、本法令による義務付
けの必要性がないと考える。

６　【農林水産省】
（12）特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整
備の促進に関する法律（平５法72）（総務省及び国土交通省と共管）
特定農山村地域である市町村が作成又は変更する農林業等活性化
基盤整備計画に係る都道府県知事への同意を要する協議（４条８
項）については、当該計画の内容のうち、農林地所有権移転等促進
事業（２条３項３号）に係る事項以外の事項に関しては、同意を要し
ない協議とする。

26年 805 土地利用（農地除く） 都道府県
兵庫県、大阪
府、和歌山県、
鳥取県、徳島県

国土交通省、農林
水産省

B　地方に対す
る規制緩和

都市計画法第
23条第1項

区域区分に関する
都市計画決定に
かかる農林水産大
臣への協議の廃
止

都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとす
るときは農林水産大臣との協議が必要とされている
が、当該農林水産大臣との協議を廃止すること。

【現行】
都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとするときは農林水産大臣との協議が必要とさ
れている。
【支障事例・改正による効果】
農林水産大臣との協議にはかなりの時間を要しており、大臣協議を廃止することで、より地域の実
情に合った創意工夫に満ちた積極的な取り組みが一層推進できるとともに、迅速かつ効率的な業
務の遂行が可能となることから、当該協議を廃止すべきである。
【改正後の対応】
なお、農水大臣との協議が廃止された場合、都市的土地利用制度と農地保全制度との調整が図
られなくなるという懸念が生じるものの、区域区分に関する都市計画は、一都道府県の範囲内で
完結するものであることから、都道府県の都市部局と農政部局等との調整等により適切に対応す
ることが可能である。
（大臣許可を要する農地転用許可権限についても、都道府県への移譲を提案している。）
【本県における協議状況】
区域区分の変更（阪神間都市計画区域）に係る協議期間（通常10ヶ月程度）
　平成19年8月～12月　近畿農政局下協議（基本的事項に係る協議））
　平成20年8月～12月　近畿農政局下協議（素案作成に係る協議）
　平成21年4月28日     変更告示

６　【農林水産省】
（７）都市計画法（昭43法100）
国土交通大臣が区域区分（７条１項）に関する都市計画を定め、若し
くはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が
区域区分に関する都市計画を定めようとするとき（国土交通大臣の
同意を要するときを除く。）における農林水産大臣に対する協議（23
条１項）については、市街化区域となる区域が農用地区域（農業振
興地域の整備に関する法律（昭44法58）（農振法）８条２項１号）と重
複する場合等に限ることとし、その対象範囲を見直す。
なお、上記の措置に伴い、農地法（昭27法229）、農振法等において
所要の見直しを行うこととする。

26年 925 土地利用（農地除く） 都道府県 埼玉県
農林水産省
（林野庁）

A　権限移譲
林産物供給等
振興対策事業
実施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち地域材利活用倍増戦略プロジェ
クトについて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府
県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とするこ
と

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
地域材の利用促進等、県の施策と重複しているので、県で一体的に実施したほうがより効果が期
待できる。

26年 717 農地・農業 町 聖籠町 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条・
第5条

農地転用基準の
緩和

当町提案4による除外後の農地に限り、農地法の規定
に関わらず転用可とする。

【支障事例】
当町提案4による農振除外後も農地法第4条及び第5条により転用して有効活用を図ることが出来
ない場合がある。特に農地種の判断基準については、農地の性質そのものに着目したものではな
く、周囲の状況等により判断されるため、遊休農地又は荒廃農地であっても、原則転用出来ない
第1種以上農地として扱われることがある。
【制度改正の必要性】
エネルギー政策基本法で定めるエネルギー基本計画において再生可能エネルギーに関して遊休
地の活用も支援していくとされているが、第1種以上農地と扱われる限り転用できない。しかし、こ
の制度改正により土地の有効活用の観点から、再生可能エネルギー施設を設置することが可能と
なれば我が国の持続的発展に寄与することができる。
【懸念の解消策】
第1種以上農地で再生可能エネルギー施設を無秩序に開発される懸念が想定されるが、当町提
案4による農振除外後の区域に限って転用を認めることから当該懸念は解消される。また、当該区
域の第1種以上農地が開発されることにより、隣接農地への往来、通作等に影響がある懸念も想
定されるが、もともと遊休農地又は荒廃農地であり、往来、通作等への新たな影響があるとは想定
されない。
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26年 124 農地・農業 町 松前町 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条第
2項、第5条第2
項

転用許可基準の
条例委任

農地法第４条及び第５条を改正し、地域の実情に合っ
た許可基準を設定できるよう条例委任すること。

現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊
している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地
域の元気を創造し活性化するための施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基
礎自治体の判断で土地利用の誘導を行うことも必要である。
土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくり
を展開するため、優良農地をどのように守り、どのように有効活用していくのかという判断について
は、地域の実情を一番理解している基礎自治体の責任において行うべきである。
しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進めるうえでの阻害要因にな
るとともに、迅速性にも欠けている状況である。
地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めることは、地方分権を進めるう
えで重要な施策の一つであり、それを担うのは基礎自治体である。
そのため、地域の実情にあった許可基準を設定できるよう、農地法第４条及び第５条の改正を求
める。
【支障事例１】
片側２車線の町道が完成し、分断線としては認められたが、「特別な施設の立地条件を必要とする
施設」で規定している「流通業務施設」「休憩所」「給油所」等の施設については、国、県道ではない
ということで認められていない。
【支障事例２】
自治体が設置する地域のコミュニティ施設や消防団の施設等、公共性の高い施設にも、同様の立
地条件が適用されるため地域が要望する場所に設置できない例があった。

26年 747 農地・農業 中核市 豊橋市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法第5条第
1項第1号

市町村に対する農
地転用制限の緩
和

国又は都道府県が、地域振興上または農業振興上必
要性が高いと認められる施設のために行う農地転用
は、許可不要とされているが、市町村についても同様
に許可不要となるよう農地転用の規制緩和を求める。

【理由】
東日本大震災以降、内陸部産業用地の需要が全国的に高まる中、本市では、南海トラフ巨大地
震など大災害発生後も企業が安心して事業活動を継続できる新たな産業用地の確保が急務と
なっている。
しかしながら、新たな産業用地の候補となる内陸部の土地の多くは農地であり、農地にかかる規
制が、新たな産業の育成や企業誘致などの地域振興対策の妨げになっている。
農地転用等、農地にかかる規制緩和を実施することで、農工商のバランスの取れた地域独自のま
ちづくりを促進し、生産性の高い農業と産業の集積による地域振興を図るとともに、新産業の創
出、市内企業の移転防止、地域の雇用創出や企業誘致による自主財源確保等、地域経済の活性
化を図ることができる。
【支障事例】
国県が農地転用する際の許可は不要であるが、市が農地転用する場合は、許可を受ける必要が
あるため、多大な時間と手間を要するほか、許可基準によっては、許可されない場合もある。
これら農地規制にかかる手続きに多大な時間と手間を要するため、引合い企業に待ってもらえな
い。

26年 202 農地・農業 一般市 瑞穂市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法第4条、5
条

農地法の改正
市町村が独自の
事業を計画した場
合の「農地法」に
係る許可基準の緩
和

農地法4条、5条、第１項の末尾に、ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合はこの限りでないと記述され
ている。
各号の追加として、「地方分権の趣旨に沿い市町村が
地方の発展のため、総合的かつ計画的に事業を実施
しようとする場合」を記述する。

【地域の実情】
当市は、名古屋市が通勤・通学圏内で今後も人口増加が見込まれており、東海環状自動車道の
開通による交通利便性が向上する地域となっている。
東海環状自動車道へのアクセスのために作られる新設道路用地の多くが、農用地区域内農地で
あるが、周辺の農地は利用価値が向上し集約的な農業の実現可能が期待できるとともに、商業・
工業等の企業立地との両立も可能であると考えている。
また、この地域は、今年中に準都市計画区域の指定をし、その後順次、特別用途制限地域を指定
し、農地を確保しつつ商業・工業等の企業立地にも配慮した健全なまちづくりを進める方針であ
る。
【改正理由】
国全体の食糧自給の観点から、全国一律に農地を守るという考えもあるが、一方で地域によって
は、中山間地に見られるように耕作放棄地が広がり農地を守ることができない又は得策でない場
合がある。また、ハイテク技術を用いた農業の推進など、必ずしも農地を減らすことが農業を衰退
させることに繋がらないという考え方もある。
そこで、市町村の事情に配慮した許可基準の緩和をお願いしたい。
【改正すべき制度の根拠条文】
（農地の転用の制限）　第4条、
（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）　第5条
「地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発展のため、総合的かつ計画的な事業を計画した場
合」を、ただし書きの各号の一つとして追加する。

26年 207 農地・農業 一般市 木津川市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法第４条第
２項第１号ロ
同法施行令第１
１条第１号

農地転用許可基
準の一部条例委
任

農地法第４条第２項第１号ロに規定する農用地区分の
基準（いわゆる「第１種農地」の基準）を農地転用許可
権者（農地法第４条第１項に定める農地転用許可権者
から事務処理特例条例等により当該権限の委譲を受
けたものを含む。）の条例へ委任する。
農地法第５条についても同様。

農地法第４条第１項及び同法第５条第１項の規定による農地転用の許可（２haを超えるものを除
く。）は、都道府県の自治事務とされている。
しかしながら、許可の基準については、同法及び関係政省令により全国的に統一された基準と
なっており、許可権者が地域の特性を踏まえて判断する際の支障となっている。
特に、同法第４条第２項第１号ロに規定する「良好な営農条件を備えている農地」の基準のうち、
同法施行令第１１条第１号に規定する集団的に存在する農地の基準については、実際の農業生
産性などに関わらずおおむね１０ha以上の規模の一団の農地の区域内であることをもって「良好な
営農条件を備えた農地」とするものであり、本市の区域内において別紙に詳述する支障が生じて
いる。
なお、提案の実現により優良農地が減少する恐れがあるとの指摘に対しては、現行の基準が農業
生産性の低い農地を「良好な営農条件を備えている農地」と誤って規定している恐れがあるのであ
り、実際に農業生産性が高い農地を減少させるものではない。

26年 142 農地・農業 施行時特例市 佐賀市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域
の整備に関する
法律施行規則
第４条の４第１
項第２７号

農業振興地域の
整備に関する法律
施行規則第４条の
４第１項第２７号に
基づく計画（２７号
計画）の要件緩和

「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（２
７号計画）」について、現行の“直接農業の振興を図る
もの”だけではなく、“（間接的に）農業の振興を図るも
の”や、“地域振興を図るもの”にも適用を拡げられるな
ど地方の実情に応じた弾力的な運用を可能とするこ
と。

【支障】
佐賀市における新工業団地開発は、平成１８年の新工業団地の適地調査に始まり、平成２１年に
は地元の同意のもと候補地を決定した。以降、庁内における検討会議や佐賀県及び九州農政局
等との十数回に及ぶ協議を重ねてきた。
当初の計画では、平成２２年に用地買収に着手し、平成２５年には分譲開始という予定であった
が、平成２１年の農地法等の一部改正により、２７号計画が「直接的な農業の振興」に限定され、
当初認められていた農地の流動化を目的とした工業団地の開発が認められなくなった。そのた
め、農政局への協議に入ることすらできず、工業団地の開発に支障をきたしている。
【必要性】
今後の農業振興のためには、農地の流動化を促し、その農地を作業効率の高い大規模区画農地
として担い手に集約することで、農業経営の規模拡大による効率性と生産性の向上を図ることが
求められている。
農地の流動化を促進する目的で「農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設」として工業団地
を開発し、離農を希望する小規模農家や、担い手への農地集約を希望する兼業農家の就業機会
を増大させ、これによって流動化した農地が担い手に集約される。これらにより、本市の農業生産
性の向上が図られることから、農業の振興にも資するものであり、ひいては地域の活性化にも寄
与するものである。
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 203 農地・農業 一般市 瑞穂市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域
の整備に関する
法律第8条、4項
（農振法）

農業振興地域の
整備に関する法律
（農振法）の改正
市町村が独自の
事業を計画した場
合の「農業振興地
域の整備に関する
法律（農振法）」に
係る手続きの簡素
化

農振法第8条4項、市町村は、農業振興地域整備計画
を定めようとするとき又は変更しようとするときは、都道
府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
上記に、「ただし、地方分権の趣旨に沿い市町村が地
方の発展のため、総合的かつ計画的に事業を実施しよ
うとする場合は、都道府県知事との協議・同意を省略
することができる」を追加。

【地域の実情】
当市は、名古屋市が通勤・通学圏内で今後も人口増加が見込まれており、東海環状自動車道の
開通による交通利便性が向上する地域となっている。
東海環状自動車道へのアクセスのために作られる新設道路用地の多くが、農用地区域内農地で
あるが、周辺の農地は利用価値が向上し集約的な農業の実現可能が期待できるとともに、商業・
工業等の企業立地との両立も可能であると考えている。
また、この地域は、今年中に準都市計画区域の指定をし、その後順次、特別用途制限地域を指定
し、農地を確保しつつ商業・工業等の企業立地にも配慮した健全なまちづくりを進める方針であ
る。

【改正理由】
農地転用をするには、前段の処理として、当該農用地区域内の土地を農用地区域から除外するた
め、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。この計画変更にあたり、市町村の意向を
十分に反映させるため、特殊な場合の例外規定を設ける。

【改正すべき制度の根拠条文】
（農地の転用の制限）　第８条、４項の追加
「ただし、地方分権の趣旨に沿い市町村が地方の発展のため、総合的かつ計画的な事業を計画し
た場合は、都道府県知事との協議・同意を省略することができる」を追加。

26年 208 農地・農業 一般市 木津川市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農業振興地域
の整備に関する
法律第１０条第
３項第１号
同法施行令第６
条

農用地区域指定
基準の一部条例
委任

農業振興地域の整備に関する法律第１０条第３項第１
号に規定する農用地区域に指定すべき農用地等の集
団性の規模に関する基準を市町村の条例へ委任す
る。

農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項の規定による農業振興地域整備計画の策定は、
市町村の自治事務とされている。
しかしながら、当該計画のうち農用地利用計画（同法第８条第４項の「農用地利用計画」。）に定め
るべき農用地区域（同法第８条第２項第１号の「農用地区域」。）の基準は、同法第１０条第３項第
５号を除き同法及び関係政省令により全国的に統一された基準となっており、市町村が地域の特
性を踏まえて判断する際の支障となっている。
特に、同法第１０条第３項第１号に規定する「集団的に存在する農用地で政令で定める規模以上
のもの」の基準については、同法施行令第６条により「１０ha」と定められており、市町村が同法第
１０条第１項の規定に基づき「自然的経済的社会的諸条件を考慮」して定める余地はない。
農用地区域は、農地法第４条第２項及び第５条第２項の規定により原則として農地を農地以外の
用途へ転換することが認められないことから、提案事項「農地転用許可基準の一部条例委任」と
同様の支障が生じており、市町村が地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して指定が行える
よう現行の指定基準を参酌すべき基準としたうえで市町村の条例へ委任する。

26年 755 農地・農業 都道府県 兵庫県、徳島県 農林水産省 A　権限移譲
産地活性化総
合対策事業実
施要綱

産地活性化総合
対策事業に係る補
助金交付事務の
都道府県への移
譲

産地活性化総合対策事業に係る補助金交付事務を、
必要となる人員とともに、国から都道府県へ移譲するこ
と。

【現行】
新品種・新技術等を活用した産地形成の取組に対する支援など産地活性化総合対策事業におい
ては、国から民間団体等の事業主体へ直接交付されている。
【制度改正の必要性】
当該事業の実施には高度な農業技術の確立や技術確立後の広域的な技術普及が必要であるた
め、農林振興事務所や農業改良普及センター、専門技術員等との連携によるきめ細やかな技術
指導が必要である。
【支障事例・効果】
実際には、市町、生産者団体、農協の三者だけで事業を進めている背景があり、専門の技術職員
の不足から、地域全体への波及効果や技術の底上げ効果が低い。
実際に事業を実施した小野市の事例では、事業前の平成21年度1.1haであった有機農業面積が、
事業実施後には約5.1haにとどまるなど、面積の広がりも小さかった。
したがって、円滑に事業を推進するために補助金交付事務は都道府県が担うべきである。また、
都道府県が実施する事業との連携を図ることによって、地域の実情に応じたより効果の高い事業
とすることが可能となる。

４　【農林水産省】
（13）産地活性化総合対策事業
国と都道府県の一層の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業
の採択状況等に係る情報提供を行う。

26年 756 農地・農業 都道府県
兵庫県、大阪
府、徳島県

農林水産省 A　権限移譲

農山漁村の活
性化のための定
住等及び地域
間交流の促進
に関する法律第
６条、農山漁村
活性化プロジェ
クト支援交付金
実施要綱

農山漁村活性化プ
ロジェクト支援交
付金に係る交付事
務の都道府県へ
の移譲

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に係る交付事
務を、必要となる人員とともに、国から都道府県へ一括
交付金化し、移譲すること。

【現行】
農山漁村地域の居住者・滞在者を増やすための対策を支援する「農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金」において、市町が策定した計画に基づく事業については、都道府県を経由せず国から
直接市町に交付されている。
【支障事例】
県が計画策定に関与することがないため、計画主体となる市町に対し、広域的な観点での計画策
定に対する指導等が実施できていない。
【改正による効果】
中山間地域の活性化については、都道府県においても複数の部局が連携して総合的な対策を講
じているところであり、それら対策との相乗効果を高め、より効果の高い事業とすることが可能とな
るため、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移譲すべきである。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』
のある暮らしづくり交付金」については、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実
情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるものである。

４　【農林水産省】
（12）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
関係行政機関の一層の連携強化を図るため、都道府県及び市町村
に対し、活性化計画を作成したときは、都道府県にあっては関係市
町村に、市町村にあっては都道府県に情報提供を行うことを周知す
るとともに、関係行政機関が十分な意見交換等を行うことができるよ
う支援する。

26年 915 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲

農山漁村の活
性化のための定
住等及び地域
間交流の促進
に関する法律第
６条、農山漁村
活性化プロジェ
クト支援交付金
実施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち農山漁村活性化プロジェクト支
援交付金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、
都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度
とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（12）農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
関係行政機関の一層の連携強化を図るため、都道府県及び市町村
に対し、活性化計画を作成したときは、都道府県にあっては関係市
町村に、市町村にあっては都道府県に情報提供を行うことを周知す
るとともに、関係行政機関が十分な意見交換等を行うことができるよ
う支援する。
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 757 農地・農業 都道府県
兵庫県、大阪
府、徳島県

農林水産省 A　権限移譲

都市農村共生・
対流総合対策
交付金実施要
綱

都市農村共生・対
流総合対策交付
金に係る交付事務
の都道府県への
移譲

都市農村共生・対流総合対策交付金に係る交付事務
を、必要となる人員とともに、国から都道府県へ一括交
付金化し、移譲すること。

【現行】
福祉・教育・観光等と連携した都市と農山漁村の共生・対流等に係る取組を支援する「都市農村共
生・対流総合対策交付金」については、各地方農政局が公募及び採択し、都道府県を経由せずに
地域協議会等へ直接交付されている。
【制度改正の必要性】
都市と農山漁村の交流、グリーン・ツーリズムなどを推進する組織づくりや人材育成を図るために
は、地域によって地勢や社会条件が異なるにもかかわらず、全国的視点で画一的に選定すること
で効果的と言えるのか疑問である。
【改正による効果】
そこで、地域の実情を把握し、かつ広域的な地域振興に精通している都道府県が総合的な視点に
立った実施主体の選定や指導等を行うことにより、より効果の高い事業とすることが可能となるた
め、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移譲すべきである。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』
のある暮らしづくり交付金」については、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実
情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるものである。

４　【農林水産省】
（18）都市農村共生・対流総合対策交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主
体から提出された促進計画等に係る情報提供を行うとともに、当該
計画等について意見聴取を行う。

26年 918 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲

都市農村共生・
対流総合対策
交付金実施要
綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち都市農村共生・対流総合対策
交付金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都
道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度と
すること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県のグリーンツーリズム関連事業と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。

［再掲］
４　【農林水産省】
（18）都市農村共生・対流総合対策交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主
体から提出された促進計画等に係る情報提供を行うとともに、当該
計画等について意見聴取を行う。

26年 758 農地・農業 都道府県
兵庫県、大阪
府、徳島県

農林水産省 A　権限移譲
「農」のある暮ら
しづくり交付金
実施要綱

「農」のある暮らし
づくり交付金に係
る交付事務の都道
府県への移譲

「農」のある暮らしづくり交付金に係る交付事務を、必
要となる人員とともに、国から都道府県へ一括交付金
化し、移譲すること。

【現行】
交流農園や福祉農園の整備を支援する「「農」のある暮らしづくり交付金」については、各地方農政
局が公募及び採択し、都道府県を経由せずに地域協議会等へ直接交付されている。
【制度改正の必要性・効果】
都道府県においては、農園の整備というハード面だけでは不十分なことから、体験農園や実習講
座などのソフト事業についても事業を実施している。
また、当該事業の目的は、社会の高齢化・成熟化が進むことによる「農」のある暮らしを楽しみたい
との要望拡大や、高齢者や障害者の介護・福祉等を目的とした福祉農園に対するニーズ拡大へ
の対応であるが、高齢者・障害者への支援については、都道府県において複数の部局が連携して
総合的な対策を講じているところであり、それら対策との相乗効果を高めることにより、より効果
的・効率的な事業とすることが可能となるため、国から都道府県に一括交付金化し、交付事務を移
譲すべきである。
なお、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」、「都市農村共生・対流総合対策交付金」、「『農』
のある暮らしづくり交付金」については、農山漁村の活性化という趣旨が類似しており、地域の実
情に応じた配分が可能となることから、一括交付金化を求めるものである。
【支障事例】
都市計画区域内で施設を整備をするのに必要な法手続を、国が指導していなかったことから、事
業実施を延期した例があるなど、都道府県が介していれば防ぐことのできた事例もあり、多方面に
わたる事情に精通した都道府県が実施する事業とすべきである。

26年 917 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
「農」のある暮ら
しづくり交付金
実施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち「農」のある暮らしづくり交付金
について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県
から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県の都市農業施策と一体的に実施した方がより効果的に実施が可能。

26年 759 農地・農業 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲
経営所得安定
対策等実施要
綱

経営所得安定対
策等に係る「水田
活用の直接支払
交付金」交付事務
の国から都道府県
への移譲

経営所得安定対策等に係る「水田活用の直接支払交
付金」の対象作物及び交付単価を決定し、農業者に交
付する事務を国から都道府県へ交付金化し、移譲する
こと。

【現行】
経営所得安定対策等に係る「水田活用の直接支払交付金」については、主食用米からの転換作
物等について、特定の品目を戦略作物として指定し、全国一律の単価を設定しており、国が、直
接、農業者にその作付けに合わせて交付金を交付している。
【支障事例】
本県で作付を推進している野菜は、本県の水田への作付面積では、麦や大豆、飼料作物よりも大
きく（約4倍）、水田活用を進めるための最も重要な作物となっている。
野菜の作付推進には、県や地域段階の産地交付金活用も実施しているが、その他の地域特産物
の振興や、麦・大豆の団地化の取組推進との兼ね合いもあり、十分な支援につながっていない。
（本県の野菜作付面積：H22年 9,480ha → H24年 9,340ha（△140ha））
【制度改正の必要性・効果】
現状では、戦略作物として対象となる作物は全国一律であり、上記のように、本県で作付を推進し
ている野菜は、対象作物とされていない状況である。
地域の実情に合わせた水田転換作物への誘導を図る上でも、交付金の財源を国から都道府県へ
交付金化し、移譲したうえで、助成対象作物や、単価の設定を都道府県で出来るようすべきであ
る。
また、都道府県が実施する各種振興施策と連動させることによって、より効果の高い事業展開が
可能となる。

４　【農林水産省】
（14）水田活用の直接支払交付金
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、当該都道府
県の水田フル活用ビジョンを踏まえて事業実施主体から提出された
事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該計画等について意
見聴取を行う。

26年 760 農地・農業 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲
経営所得安定
対策等実施要
綱

経営所得安定対
策等に係る「米の
直接支払交付金」
交付事務の国から
都道府県への移
譲

経営所得安定対策等に係る「米の直接支払交付金」交
付事務を国から都道府県へ交付金化し、移譲するこ
と。

【現行】
米の直接支払交付金は、米の生産数量目標に従い、主食用米の作付けを行った農業者に交付さ
れるものである。
【制度改正の必要性】
米の生産数量目標の配分の業務は、都道府県が市町に対し実施していることから、「米の直接支
払交付金」交付事務についても国から都道府県へ交付金化し、移譲すべきである。
【改正による効果】
これにより、現状では、平地と中山間地等の条件不利地との間や、大規模稲作農家などの担い手
と兼業農家の間でも一律である助成単価に差を設けるなど、各都道府県の地域性に合わせた交
付金の活用が図られ、需要に応じた主食用米生産とともに水田の維持管理につながる。
　（平成29年度までの時限措置）
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26年 761 農地・農業 都道府県 兵庫県 農林水産省 A　権限移譲

日本の食魅力
再発見・利用促
進事業実施要
綱

日本食・食文化魅
力発信プロジェクト
日本の食魅力発
見・利用促進事業
のうち「食のモデ
ル地域育成事業」
に係る交付事務の
都道府県への移
譲

「食のモデル地域育成事業」に係る交付事務を国から
都道府県へ移譲すること。

【現行】
地域で生産・製造される国産農林水産物や食品の消費拡大を図るための商品開発、販路拡大、
人材育成等に係る取組を支援する「食のモデル地域育成事業」では、農林水産省が公募、採択
し、交付金は「食のモデル地域実行協議会」に直接交付され、当該協議会に県が構成員となって
いない場合は、都道府県の関与なく事業が実施される。
【制度改正の必要性】
都道府県においては、特徴ある食品の加工技術の開発や、その生産者の育成に係る事業を展開
しており、また都道府県が展開している独自のブランド戦略との連携を図ることで、蓄積された技
術情報やデータベースを有効に活用できることから、より効率的に事業を展開することが可能とな
るため、国から都道府県に事務を移譲すべきである。
【支障事例】
具体的な支障事例として、本県では淡路島の農水産物・加工食品の生産・流通・観光・消費が一
体となって、食料生産拠点としての淡路島の魅力をさらに引き出すとともに、島内はもちろん京阪
神などの大消費地での新たな需要を開拓することを目的として、22年度に「食のブランド淡路島推
進協議会」（事務局：洲本農林）を設置し、ブランド推進戦略を展開してきた背景がある。一方で、
25年度に淡路市や(株)パソナ等が構成メンバーとなり、「淡路地域食のモデル構築協議会」を設立
し、本事業を行っているが、同団体が本事業に採択されたことについて後日に県に情報が入り、取
組内容についても、県の「食のブランド淡路島推進協議会」と重複する部分があり、県が本事業の
交付事務を行っていれば、応募団体に対し既存団体との調整や県のブランド戦略等を指導するこ
とで、より効果的に事業展開が可能となったが、調整不足が見られた。

４　【農林水産省】
（17）食のモデル地域育成事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主
体から提出された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該
計画等について意見聴取を行う。

26年 919 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
日本の食魅力
発見・利用促進
事業実施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち食のモデル地域育成事業につ
いて、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から
市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
同趣旨の地産地消を県も推進しているため、県に移管すれば二重行政の解消になる。
また、県で一体的に実施した方がより事務の効率化が期待できる。

［再掲］
４　【農林水産省】
（17）食のモデル地域育成事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主
体から提出された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該
計画等について意見聴取を行う。

26年 913 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
農業基盤整備
促進事業実施
要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち農業基盤整備促進事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市
町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
市町村が単独で行うよりも、県と一体として実施した方が効果が期待できる。

４　【農林水産省】
（16）農業基盤整備促進事業
平成26年２月以降、都道府県以外が事業実施主体となる場合にお
いても、都道府県経由で国に申請を行うよう採択申請を一本化した
ところであり、交付方法についても都道府県の判断に基づき、都道
府県経由で交付することが可能であることを、地方公共団体に周知
する。

26年 914 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
環境保全型農
業直接支援対
策実施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち環境保全型農業直接支援対策
交付金について、都道府県へ財源・権限を移譲し、都
道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度と
すること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
県で交付金を受け入れ、生産者への支払いを一本化することで、事務処理の効率化を図ることが
できる。

４　【農林水産省】
（15）環境保全型農業直接支払交付金
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平26法78）
に基づき、国から農業者等へ直接交付する仕組みから、都道府県及
び市町村を経由して農業者の組織する団体等に交付する仕組みに
見直す。

26年 922 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
果実等生産出
荷安定対策実
施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち果樹経営支援対策事業につい
て、都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市
町村や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

26年 923 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
果実等生産出
荷安定対策実
施要綱

都道府県を介さな
い国の補助金（い
わゆる「空飛ぶ補
助金」）について、
都道府県への財
源・権限の移譲

「空飛ぶ補助金」のうち茶改植等支援事業について、
都道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村
や民間事業者等へ補助する制度とすること

【制度改正の必要性等】
国が都道府県を介さずに市町村や民間事業者等へ直接交付する補助金（いわゆる「空飛ぶ補助
金」）は、地方の実情が反映されない恐れがあるばかりか、国による地方への過度な関与や二重
行政の拡大につながるなど、地方分権改革に逆行するものである。
特に中小企業支援やまちづくりなどの施策は、都道府県の関与を強め、補助対象、補助率等を地
方の裁量で決定するとともに、都道府県等が実施する事業との連携を図ることによって、地方の実
情に応じたより効果の高い事業とすることが必要である。
ついては、「空飛ぶ補助金」のうち、中小企業支援やまちづくりなどの地域振興に資するものは、都
道府県へ財源・権限を移譲し、都道府県から市町村や民間事業者等へ補助する制度とすること。
【地方移管を求める理由】
産地の実情を把握している県が行うことで、より効率よく、効果的な事業実施が可能となる。

４　【農林水産省】
（11）茶改植等支援事業
国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県に対し、事業実施主
体から提出された事業計画等に係る情報提供を行うとともに、当該
計画等について意見聴取を行う。

26年 773 環境・衛生 都道府県
兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県

環境省、経済産業
省、農林水産省、
厚生労働省、財務
省

A　権限移譲

容器包装に係る
分別収集及び
再商品化の促
進等に関する法
律第19条、第20
条、第39条、第
40条

容器包装に係る分
別収集及び再商
品化の促進等に
関する法律に基づ
く権限の都道府県
への移譲

事業者等の各都道府県内事務所への容器包装リサイ
クル法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、
必要となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲
すること。（大臣・知事の並行権限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、公表、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を
指導する権限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなけれ
ばならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。
現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問
題が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限につ
いても都道府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に
基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者
への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な
運用を担保できるようにする。

４　【農林水産省】
（７）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
（平７法112）（財務省、厚生労働省、経済産業省及び環境省と共管）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入
検査については、関係する審議会において都道府県等から意見聴
取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執
行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 978 環境・衛生 都道府県 鳥取県

環境省、経済産業
省、農林水産省、
厚生労働省、財務
省

A　権限移譲

容器包装に係る
分別収集及び
再商品化の促
進等に関する法
律第7条の5、第
19～20条、第39
～40条

容器包装に係る分
別収集及び再商
品化の促進等に
関する法律に基づ
く報告・立入検査・
勧告・命令に係る
事務・権限の移譲

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関
する法律に基づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係
る事務・権限を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希
望する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に
一般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施
している一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策とし
ての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村
に移譲することで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要であ
る。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（７）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
（平７法112）（財務省、厚生労働省、経済産業省及び環境省と共管）
特定事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び立入
検査については、関係する審議会において都道府県等から意見聴
取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確な執
行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

26年 775 環境・衛生 都道府県
兵庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県

農林水産省、環境
省、経済産業省、
国土交通省、財務
省、厚生労働省

A　権限移譲

食品循環資源
の再生利用等
の促進に関する
法律第８条、第
10条、第24条

食品循環資源の
再生利用等の促
進に関する法律に
基づく権限の都道
府県への移譲

事業者等の各都道府県内事務所への食品リサイクル
法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必要
となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲する
こと。（大臣・知事の並行権限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、公表、助言
事業者等への勧告、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を
指導する権限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなけれ
ばならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。
現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問
題が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限につ
いても都道府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に
基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者
への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な
運用を担保できるようにする。審議会の意見聴取についても、主務大臣が行うこととする。

４　【農林水産省】
（８）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
（財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省と共
管）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び
立入検査については、関係する審議会において都道府県等から意
見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確
な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

26年 979 環境・衛生 都道府県 鳥取県

農林水産省、環境
省、経済産業省、
国土交通省、財務
省、厚生労働省

A　権限移譲

食品循環資源
の再生利用等
の促進に関する
法律第8条、第
24条

食品循環資源の
再生利用等の促
進に関する法律に
基づく報告・立入
検査・勧告・命令
に係る事務・権限
の移譲

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基
づく国の報告・立入検査・勧告・命令に係る事務・権限
を都道府県へ移譲する。
なお、各自治体、地域の状況は様々であることから希
望する都道府県の手上げ方式とする。
権限の移譲を受けた都道府県は、希望する市町村に
一般廃棄物処理関係の権限を移譲できるものとする。

廃棄物処理法に基づく指導監督や３Ｒ等に関する消費者への啓発等は都道府県・市町村が実施
している一方、各種リサイクル法に基づく事業者への指導監督は国が行っており、一連の施策とし
ての連携が取りにくい状況にある。
また、国の各府省が共管していることにより、縦割り行政の弊害が生じるおそれがある。
そのため、事業所が一の都道府県の区域内のみにある場合は、事務・権限を都道府県、市町村
に移譲することで、事務の効率化を図ることが可能である。
その際、権限に係る事務処理基準、財源、人材等について併せて国から措置することが必要であ
る。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（８）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平12法116）
（財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省と共
管）
食品関連事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及び
立入検査については、関係する審議会において都道府県等から意
見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的確
な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる

26年 776 環境・衛生 都道府県 兵庫県、徳島県

経済産業省、環境
省、財務省、厚生
労働省、国土交通
省、農林水産省

A　権限移譲

資源有効利用
促進法第11条、
第13条、第16
条、第17条、第
19条、第20条、
第22条、第23
条、第25条、第
32条、第33条、
第35条、第36
条、第37条

資源有効利用促
進法に基づく権限
の都道府県への
移譲

事業者等の各都道府県内事務所への資源有効利用促
進法に基づく立入検査、報告徴収等以下の権限を、必
要となる人員、財源とともに、国から都道府県へ移譲す
ること。（大臣・知事の並行権限とする）
事業者等への立入検査、報告徴収
事業者等への指導、助言
事業者等への勧告、公表、命令

【現行・支障事例】
本県の廃棄物処理計画では、リサイクル率の目標を定めているが、目標達成のために事業者を
指導する権限はないことから、報告徴収、立入検査を実施するにしても、国に協力を依頼しなけれ
ばならない。また、立入検査を実施したとしても、指導、助言等の権限が無ければ実効性がない。
現状では、立入検査、報告徴収等の権限がないため、支障があっても把握できない。（具体的に問
題が表面化してから後追いで状況把握、対応を行うなどすることを懸念し、提案するものである。）
【改正による効果】
都道府県内のすべての事務所に対する報告徴収、立入検査とあわせ、指導、助言等の権限につ
いても都道府県に移譲することで、元々廃棄物であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に
基づく権限を有する県として、適正に処理されているかどうかを確認することが可能となり、事業者
への統一的な指導を実施することができる。また、大臣と並行権限とすることで、合同で立入検査
を行うとともに、指導、助言、勧告、命令を行うにあたり、事前に大臣と調整することで、統一的な
運用を担保できるようにする。審議会の意見聴取についても、主務大臣が行うこととする。
なお、指定表示事業者に対して、県独自の表示を勧告、公表、命令するものではない。

４　【農林水産省】
（６）資源の有効な利用の促進に関する法律（平３法48）（財務省、厚
生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省と共管）
特定省資源事業者等に対する指導、助言、勧告、命令、報告徴収及
び立入検査については、関係する審議会において都道府県等から
意見聴取を行いつつ、実施主体や国の関与等の在り方を含めた的
確な執行の在り方について、原則として平成27年中に検討を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

26年 27 産業振興 都道府県 愛知県
経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲

中小企業者と農
林漁業者との連
携による事業活
動の促進に関す
る法律第4条、
第5条
中小企業・小規
模事業者連携
促進支援補助
金　農商工等連
携対策支援事
業要綱

農商工連携に関
する事務の都道府
県への移譲

地域における関係機関との案件発掘等に係る調整
農商工等連携促進法による事業計画認定・承認に係
る事務
補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

【制度改正の必要性】
事業の目的が、農林漁業者と商工業者等が通常の商取引関係を超えて協力し、お互いの強みを
活かして新商品・新サービスの開発、生産等を行い、需要の開拓を行うことであることから、地方
が地域の中小企業のニーズに基づくきめ細かい支援を行うことが必要である。全国的な視点があ
るとしても地域振興に関するものであることから、自由度を高めて都道府県に交付すべきである。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（９）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
する法律（平20法38）（経済産業省と共管）
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府
県に対し、事業実施主体から提出された当該計画の認定に関する
情報提供を行うとともに、法認定取得後の事業化状況について都道
府県と連携して事業化に向けた指導及び助言を行うなど、都道府県
との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等
連携対策支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るた
め、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。

26年 851 産業振興 都道府県 愛媛県
経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲

中小企業者と農
林漁業者との連
携による事業活
動の促進に関す
る法律第４条

農商工等連携促
進法に基づく計画
認定等の事務及
び財源の都道府
県への移譲

農商工連携の促進及び地域の実情や事業者等のニー
ズを踏まえた支援を行うため、現在、国が行っている事
業計画の認定や補助金の採択の権限及び財源を地方
へ移譲する。

農商工連携は、異なる産業間の連携により新たなビジネスチャンスに取り組むものであり、これま
での相談事例からも、事業展開の初期段階から支援することが必要である。しかしながら、国の事
業計画認定においては、新商品の開発等が完成品に近い段階まで進んでいることなどが要件と
なっているとともに、地域性や事業者の二ーズ等が考慮することなく全国一律に評価していること
から、事業者が申請を断念するケースが散見される。
全国を見据えた視点についても、現地、連携体の現状を掌握している県などの地域行政の判断
（審査会等や専門家の意見照会等）が必要である。
認定要件「新商品（新規性）」「有機的連携」「経済資源の有効活用」の審査については、農商工連
携ファンド事業等においても判断基準としており、県段階で情報を有していることから、県段階で審
査実施することで情報の精度が高まる。
認定件数が年間0件の都道府県は、現場での事業推進、認識等の低さ等問題を抱えている背景も
あり、県に計画認定や補助金採択の権限を移管することで、連携事業者の掘り起し等につなげる
ことができる。
（参考）
認定数Ｈ26..2.3現在　全国　計画認定626件、都道府県平均13.3件（愛媛県18件）、最少認定4件
（佐賀県、長崎県）、最多認定　45件（愛知県）
愛媛県内計画認定者のうち、補助事業者実施　11/18件
年度別　農商工等連携事業認定数
Ｈ20（176件）、Ｈ21（184件）、Ｈ22（65件）、Ｈ23（60件）、Ｈ24（60件）、Ｈ25（67件）
農商工連携ファンドや６次産業化事業の採択が増加しているのに対し、減少している。地域とのつ
ながりや事業ＰＲが弱い。
県等が実施している農商工連携の促進に向けた各種支援事業との一体的な実施が可能となり、
より効果的な支援につながる

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（９）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
する法律（平20法38）（経済産業省と共管）
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府
県に対し、事業実施主体から提出された当該計画の認定に関する
情報提供を行うとともに、法認定取得後の事業化状況について都道
府県と連携して事業化に向けた指導及び助言を行うなど、都道府県
との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等
連携対策支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るた
め、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 982 産業振興 都道府県 神奈川県
経済産業省、農林
水産省

A　権限移譲

中小企業者と農
林漁業者との連
携による事業活
動の促進に関す
る法律第4条

農商工等連携促
進法による事業計
画の認定権限等
の都道府県への
移譲

農商工等連携促進法による事業計画の認定業務
中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金の交付
に係る事務

について、関東経済産業局及び関東農政局から都道
府県へ権限の移譲

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現
状では、専ら国と事業者が調整しており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか
関与できていない。
その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見さ
れている。これは、計画段階における地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であること
が原因である。国が現在行っている、人口の多い都心部における販路開拓は、重要であり、今後
も継続した支援が必要である。しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウン
ドが無いものが、都心部で売れ続けることも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の
両輪であり、ともに推進するべきである。そして、現状の方式では、地元の体制づくりが困難である
ため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求めるものである。
また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレ
ベル格差があるなかで、全国的には遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的な
モデル事業を実施している事業者に対しては必要な支援をするべきである。
現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中
小企業センター等の運営管理法人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者
に補助するよう権限と財源の移譲を求めるものである。
なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定
めることで、広い視野や全国的な視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

〔再掲〕
４　【農林水産省】
（９）中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
する法律（平20法38）（経済産業省と共管）
（ⅰ）農商工等連携事業計画の認定（４条１項）については、都道府
県に対し、事業実施主体から提出された当該計画の認定に関する
情報提供を行うとともに、法認定取得後の事業化状況について都道
府県と連携して事業化に向けた指導及び助言を行うなど、都道府県
との連携強化を図る。
（ⅱ）農商工等連携事業計画の認定事業者に対する補助（農商工等
連携対策支援事業）については、国と都道府県の連携強化を図るた
め、都道府県に対し、支援要件等の公募に関する情報提供を行う。

26年 368 産業振興 知事会
九州地方知事
会

経済産業省、農林
水産省、国土交通
省、警察庁、金融
庁、総務省、財務
省、文部科学省、
厚生労働省、環境
省

A　権限移譲

エネルギーの使
用の合理化に
関する法律第６
条，第５３条，第
６０条，第６７
条、第８７条

省エネ法に基づく
特定事業者等に
対する指導・助
言、報告徴収、立
入検査の都道府
県への権限移譲

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく指
導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限と
して、希望する都道府県に移譲すること。

【必要性】エネルギー政策基本法第６条においては、「地方公共団体は、基本方針にのっとり、エネ
ルギーの需給に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その区域の実状に応じた施策を
策定し、及び実施する責務を有する。」こととされている。　地方公共団体は、本規定に基づき、特
に地域として取り組むべき「エネルギー使用の合理化（省エネルギー）の促進」「再生可能エネル
ギーの普及」の施策の充実等に努めている。
これらの取組みをより効果的なものとするため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基
づく、特定事業者等に対する指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を、並行権限として、都道府
県に移譲する必要がある。
【具体的な効果】地方公共団体においては、省エネルギー促進のための取組みを行っているが、
地域におけるエネルギーの使用状況等を把握することができないため対象を重点化等することが
できず、また指導・助言する権限もないため、取組の成果が限定的となっている。例えば、本県に
おいては、工場・事業場等の省エネルギー診断事業を無料で行っているが、エネルギー多消費事
業者の情報を把握し、これら事業者に対し省エネ診断の活用を指導・助言することが可能となれ
ば、地域内におけるエネルギー使用の合理化が大幅に進むことが期待される。
【効果的な取組みとするための工夫】「求める措置の具体的内容」にあわせて、当該法令に基づき
国において収集した事業者等情報を、都道府県の求めに応じ提供することで、より効果的な取組
とすることができる

４　【農林水産省】
（５）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭54法49）（警察
庁、金融庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業
省、国土交通省及び環境省と共管）
特定事業者等（事業所等が一の都道府県の区域内のみにあるもの
に限る。）に対する指導、助言、報告徴収及び立入検査については、
関係する審議会において都道府県等から意見聴取を行いつつ、実
施主体や国の関与等の在り方について、平成27年中に検討を行い、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

26年 510 産業振興 都道府県 神奈川県
国土交通省、経済
産業省、農林水産
省

A　権限移譲

流通業務の総
合化及び効率
化の促進に関す
る法律第４条、
第５条、第７条、
第21条

「総合効率化計
画」の認定、報告
徴収、取消、確認
事務等の国から都
道府県への移譲

①事業者から申請のある「総合効率化計画」の認定、
②認定事業者からの報告徴収、③認定の取消、④特
定流通業務施設の基準適合の確認事務について、移
譲を求める。

当該業務は、県（一部市）が行っている農地転用の許可事務や開発行為の許可事務と密接に関
連しており、都道府県に事務を移譲することで効率的な事務の執行が期待できる。
国において当該事務を実施することで、県が実施する上記事務との乖離や矛盾が生じる可能性が
ある。
そのため、県において実施することで、上記事務との連携を図ることができ、地域の特性を反映し
たきめ細かい施策を展開できるとともに、流通業務施設の設置を含む総合効率化計画の認定事
務とあわせ、同一の行政庁が農地転用と開発行為の許可を効率的に進めることで、迅速な流通
業務施設の整備が可能となり、効率的で環境負荷の小さな物流の構築という法の目的に対して総
合的な対応が図られ、流通の効率化に資する。
なお、国の自己仕分けにて、従来から国が一元的に実施していること、安全対策や事業者の円滑
な事業活動等の観点から国が引き続き所管すべき事務とされているが、地域の特性や県で実施
する施策との整合性を図る観点から県が所管すべきと考える。また、H25年の各省の検討におい
ては、流通業務施設が所在する市町村や都道府県に止まらず、国際・国内の物流網の効率化に
ついて念頭に置く必要があり、総合効率化計画の認定は国が行うことが適切とされているが、各
拠点が創意工夫を図り、それぞれが地域の状況に応じた効率化を図ることによっても、都道府県
域に止まらない効率化が見込めることから 都道府県が担うべきと考える

26年 138 農地・農業
全国知事会・全国
市長会・全国町村
会

全国知事会、全
国市長会、全国
町村会

農林水産省 A　権限移譲

農振法第３条の
２、第４条、第５
条の２、第５条
の３、第８条、農
地法第４条、第
５条、附則第２
項、農業委員会
等に関する法律
第12条

農地制度のあり方
について

・農地の確保に資する国・地方の施策の充実
・農地の総量確保の目標管理
・農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し

〔基本的認識と改革の方向性〕
○真に守るべき農地を確保する必要性は国・地方共通の認識
○地方が主体となり、農地を確保しつつ、都市・農村を通じた総合的なまちづくりを推進
→国、都道府県、市町村が責任を共有し、実効性ある農地の総量確保の仕組みを構築するととも
に、個別の農地転用許可等は、市町村が担うべき
〔見直しの方向性〕
 ○農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを充実
・市町村が主体的に設定した目標の積上げを基本とし、国、都道府県、市町村が議論を尽くした上
で国の総量確保目標を設定（国と地方の議論が実質的に機能する枠組みを設置）（地域の実情に
より、必要に応じて、都道府県は広域的な調整を実施）
・地方では新たに市町村計画において確保すべき農用地等の面積目標を明記（現行は、面積目
標の設定は国・都道府県のみ）
耕作放棄地の発生抑制・再生など施策効果ごとに目標設定
目標管理に係る実行計画の実施状況等を第三者機関が事後評価
○農地転用許可制度等（ミクロ管理）の見直し
・農地転用許可等について、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っていく観点か
ら市町村に移譲
・その際、必要に応じて転用基準の更なる明確化等
・市町村農業委員会選任委員の学識経験者の比率を高めることを可能とする
・都道府県農業会議への意見聴取は、一律の義務付けを廃止（地域の実情を踏まえ、必要に応じ
て聴取）
 ○農地において農業が力強く営まれるための取組を充実
国は制度の枠組みづくりを行い、地方は農地中間管理機構の活用をはじめ、担い手への農地の
集積・集約化や耕作放棄地対策等の具体の施策を推進
※別紙参照

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 292 農地・農業 都道府県 三重県 農林水産省 A　権限移譲

農振法第３条の
２、第４条、第５
条の２、第５条
の３、第８条
農地法第４条、
第５条、附則第
２項

農地制度のあり方
について

農地の確保に資する国・地方の施策を充実させる。
農地の総量確保の目標管理を行う。
農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直しを
行う。

【農地の確保に資する国・地方の施策の充実】
実効性ある農地の総量確保の目標管理の仕組みを構築する。具体的には、国指針として「確保す
べき農用地等の面積の目標」を設定することとし、この設定に際し、農地確保の施策効果ごとの目
標を設定する。従来、市町村は目標設定に関与することができなかったが、これらの目標は、国、
都道府県、市町村が十分議論を尽くした上で設定することとする。このため、単に国が地方の意見
を聴取するのではなく、国と地方が透明性を確保した中で、実質的な議論を行うための新たな枠組
みを設けることとする。なお、「確保すべき農用地等の面積の目標」については、国指針、都道府
県方針、市町村計画に明記することとする。また、農地確保の施策について確実に実行に移すた
め、国、都道府県、市町村それぞれのレベルで、「実行計画」を策定する。
【農地の総量確保の目標管理】
個々の農地転用許可等については、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担ってい
く観点から、市町村に移譲し、国、都道府県の関与は不要とするべきである。また、市町村計画の
策定のうち農用地区域の設定・変更についても、都道府県知事の同意を不要とするべきである。
【農地転用許可制度・農用地区域設定制度の見直し】
上記の目標達成に向け、国は農地の確保に資する制度の枠組みづくりを行い、地方は、農地中間
管理機構の活用をはじめ、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地対策などの具体の施策
を推進する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 16 農地・農業 一般市 飯田市 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条及
び第５条

農地転用許可権
限の移譲

①農地転用許可については、大臣許可・協議等の事務
処理に多大な時間や手間を要し、迅速性に欠けるため
支障があり、地域事情を把握している市町村に権限を
移譲すべきである。総合的な土地利用行政を担う観点
から、基礎自治体である市町村に権限を移譲すべきで
ある。
②現行の許可権限は、面積４ha超の農地にあっては
「国（農林水産大臣）」、４ha以下２ha超は、国の事前協
議に基づいて「都道府県知事」、２ha以下は「都道府県
知事」（権限移譲を受けた市町村は除く。）にある。これ
らすべての許可権者を「市町村へ移行」する。

・支障となる手続きの現状と事例
開発計画を進めるためには、農用地区域からの除外（以下「農振除外」と標記。）の許可を受け、
その後農地転用の手続きを進めることとなることから、農地転用が許可される見込みがない事案
については農振除外の手続きが進められない。そのため、農振除外が必要な大規模な開発につ
いては、国、県との事前協議を行い、除外相当と認められた後に農振除外の申請を行うこととな
る。国との協議は非常に長期間を要するため、開発計画の速やかな推進は困難である。

・迅速な事業推進の必要性
農家の後継者の住宅整備等小規模な開発に伴う転用についても、農振除外の手続きにおいて県
との協議に相当な時間を要し、後継者の定住に支障がある。

・地域の実情を踏まえた必要性
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行政
の一角を占める制度である。地域事情を把握している基礎自治体が、土地利用行政を総合的に
担っていく必要があるという観点から、市町村に許可権限を移譲すべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 20 農地・農業 都道府県 愛知県 農林水産省 A　権限移譲
農地法4条1項、
5条1項

農地転用許可
（4ha超）権限の移
譲

農地の転用（4ha超）に関する許可権限を都道府県知
事に移譲する。

【制度改正の必要性】
農地転用に関する事務は法令に則って実施されていることから、地域の実情に精通した地方が大
規模農地の転用に関する事務を執行しても、無秩序な開発を招くとは考えにくい。国の許可権限
の地方への移譲や協議を廃止することで、審査期間の短縮が図られることを考慮すると地方で行
う方が効果的な事務ができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 80 農地・農業 町 松前町 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条第
1項、第5条第1
項

全ての市町村に転
用許可権限を移譲

農地法第4条及び第5条を改正し、農地転用の許可を
市町村が行うようにする

現在、少子高齢化や財源状況の悪化など、多くの問題が全国的に表面化し、基礎自治体が疲弊
している状況である。
そのようななか、総務省の地域力創造グループでは、本格的な地方分権改革の時代のなかで、地
域の元気を創造し活性化するための施策を実施しているが、自立した地域を目指すためには、基
礎自治体の判断で土地利用の誘導を行うことも必要である。
土地利用はまちづくりの基本であり、地域の実情や住民ニーズを反映しながら、よりよいまちづくり
を展開するため、優良農地をどのように守り、どのように有効活用していくのかという判断について
は、地域の実情を一番理解している基礎自治体の責任において行うべきである。
しかし、現行制度では、大臣や知事の許可になっており、地方分権を進めるうえでの阻害要因にな
るとともに、迅速性にも欠けている状況である。
地域の経済や住民の生活を考慮しながら、よりよい土地利用を進めることは、地方分権を進めるう
えで重要な施策の一つであり、それを担うのは基礎自治体である。
そのため、農地転用の許可を市町村が行うことができるよう、農地法第4条及び第5条の改正を求
める。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 91 農地・農業 都道府県 佐賀県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

農地転用の許可
等に関する事務・
権限の移譲

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事
務・権限を、農林水産大臣及び都道府県知事から、市
町村長へ移譲すること。

【支障】土地利用法制と所管省庁は法制・所管ともに縦割りであるが、都市計画法制が一定の権
限移譲が進んでいるのに対して、農地法の権限移譲はほとんど進んでいない。このため、地域に
おける土地の最適な利用を判断する責任が、地方自治体に十分ないため、まちづくりを地方自治
体が行っているという実感が乏しい。また、農地転用について農林水産大臣の許可、協議を必要
とする案件があるため、手続に時間がかかることから、行政の効率性の観点からも問題がある。
【改正の必要性】農地転用に関する事務権限を市町村に移譲する。これにより、地域の実情を把
握する市町村が事務を行うことで事務の迅速化が図られるとともに、地域における土地利用の責
任を地方が担うことが可能となる（別途、農地法附則第２項に基づく、国への協議を廃止することも
提案）。
【懸念の解消策】農地転用の事務移譲に伴い、国全体で確保すべき農地が守られなくなるという懸
念に対しては、地方六団体農地制度PT報告書（添付）で提案しているとおり、国、都道府県、市町
村の間で確保すべき農地の総量等について、実質的な協議を行ったうえで、事後に第三者機関に
よる評価を行うことで実効性を確保すること等により、解消が可能である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 100 農地・農業 都道府県 岡山県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条第
１項及び第５条
第１項

農地転用許可権
限の市町村への
移譲

①4haを超える農地転用に係る農林水産大臣の許可権
限を市町村長へ移譲する。
②4ha以下の農地転用に係る知事の許可権限を市町
村長へ移譲する。

【制度改正の必要性】
農地転用許可に当たっての審査基準は同一であり、面積要件により許可権者を変える必要性に
乏しく、許可権限を市町村へ移譲すること、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅
速化を図るべきである。
【支障事例】
地方農政局における手続に一定程度時間を要するため、立地を計画している企業等が刻々と変
化する経済情勢に基づくビジネスチャンスを逃す場合や、不要な出費を強いる場合がある。
【制度改正の経緯】
本県では、現在、４ha以下の農地転用許可権限を全ての市町村に移譲しているが、何ら問題なく
事務処理ができている。市町村からは、より迅速な事務処理を可能にするため、県農業会議の意
見聴取の義務付けを廃止すべきとの多数の意見がある。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 143 農地・農業 施行時特例市 佐賀市 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条及
び第５条

農地転用に係る事
務・権限の市町村
への移譲

農地転用に係る国の許可権限を地方公共団体に移譲
すること。

【支障】
佐賀市における新工業団地開発は、平成１８年の新工業団地の適地調査に始まり、平成２１年に
は地元の同意のもと候補地を決定した。以降、庁内における検討会議や佐賀県及び九州農政局
等との十数回に及ぶ協議を重ねてきた。
当初の計画では、平成２２年に用地買収に着手し、平成２５年には分譲開始という予定であった
が、平成２１年の農地法等の一部改正により、農地転用許可要件や、２７号計画で認められる施
設の要件が以前より厳しくなったこともあり、事業着手の手法を見出せない状況となり、未だ用地
買収に着手できない状況となっている。
本市の平野部分は都市計画区域だけであり、その中で市街化区域内では一団の土地の確保は
難しく、市街化調整区域内の農地しか工業団地の適地が無いというのが実情である。しかし、市街
化調整区域の大規模な農地の開発については、農政局の協議・許可が必要であり、手続が長期
化している。そのため、企業も農地の開発を回避する傾向にあり、実際に佐賀市内に適当な広さ・
条件の用地が無いとのことで市外に流出した企業もある。

【必要性】
農地転用許可権限を市に移譲することにより、本市の構想の下に農業と工業、市街地のバランス
ある土地利用が促進され、地域における雇用の確保や企業誘致による自主財源の確保等、地域
経済の活性化を図ることができる。

26年 121 農地・農業 都道府県 静岡県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

４haを超える農地
に係る転用許可権
限の移譲

農地法第４条又は第５条に基づく農地の転用許可権限
のうち、農地面積が４haを超えるものに係る農林水産
大臣の許可権限の都道府県知事への移譲

【提案の背景】
農地転用に当たっては、農地面積が４haを超える場合は農林水産大臣、４ha以下の場合は知事
が許可権限を有している。これについて、政府においては、平成25年12月20日に「事務・権限の移
譲等に関する見直し方針」を閣議決定し、この中で、農地転用許可制度については、平成26年を
目途として、農地確保の施策のあり方等とともに、農地転用事務の実施主体や国の関与等のあり
方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしている。
【制度改正の必要性】
大臣許可案件の処理には、知事許可に比べ、事前協議等に数カ月以上の期間が加わるため、迅
速な事務処理に支障を来たしている。例えば、企業立地等の転用需要に対し、開発者の事業展開
のスピードを勘案した迅速な農業上の土地利用調整や許可処分等が必要であるにもかかわらず、
行政間の長期にわたる協議等によって農業振興を含む地域経済の活性化の機会を逃す可能性
があることなどがあげられる。大臣の許可権限を知事に移譲することにより、事前協議が不要とな
り、迅速な事務処理を行うことが可能となる。
【懸念への対応】
大臣許可権限の知事への移譲により、大規模な案件に係る適正な農地転用許可事務の運用の
確保が課題となるが、農地転用許可事務は、法令化された許可基準に従って処理するものであり
地方自治体においても公平かつ厳格な運用の確保は可能である。なお、本県では、優良な農地を
確保、保全するとともに、農地法に基づく農地転用許可制度を適正に運用するなど、県土の合理
的な土地利用の推進に努めている。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 151 農地・農業 都道府県 鳥取県、大阪府 農林水産省 A　権限移譲

農地法第4条第
1項及び第5項
並びに第5条第
1項及び第4項

農地転用の農林
水産大臣及び都
道府県知事の許
可権限の市町村
への移譲

4ヘクタールを超える農地転用に係る農地法第4条第1
項及び第5条第1項の農林水産大臣の許可を市町村長
の許可に改め、権限を市町村に移譲する（併せて4ヘク
タール以下の農地転用に係る農地法第4条第1項及び
第5条第1項の知事の許可を市町村長の許可に改め、
権限を市町村へ移譲する。）。

「必要性」
 農地転用許可の審査期間の短縮により、農地以外の土地利用計画との調整の迅速化を図ること
ができる。また、農地転用許可事務の効率化により、地域の実情に応じた迅速な調整が可能とな
る（住民に、より身近な基礎的自治体において総合的な土地利用の観点からの判断が迅速にでき
る。）。
 農地転用は、営農条件や周辺の市街地化の状況など許可の可否を判断する基準が明確であり、
転用申請に対して当該農地が許可基準に適合している場合は許可しなければならないものであ
る。
 農業を含む地域経済の活性化のためには、長期にわたる事前調整を廃止して農地転用事務の
迅速化を図り、地域の実情に応じた土地利用調整や許可事務が必要である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 195 農地・農業 都道府県
和歌山県、大阪
府

農林水産省 A　権限移譲
農地法４条、５
条

面積が４ｈａ以上の
農地転用許可権
限を都道府県知事
に権限移譲

面積が４ｈａ以上の農地転用許可権限を都道府県知事
に権限移譲する

【制度改正の必要性】
４ha以下の農地転用については、都道府県知事が許可することとされているが、４haを超える転用
についても県全体の農業施策の観点から、都道府県知事による許可が望ましい。
県が行う農地転用許可事務は、市町村農業委員会での審査、県農業会議への諮問からなる３段
階の過程で行われ、客観的かつ総合的な判断が担保されており、面積の大小によって許可権者
が変わることに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 212 農地・農業 一般市 磐田市 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

４ha超の農地転用
許可に係る権限の
市町村への移譲

４ha超の農地転用許可に係る権限の市町村への移譲

【支障事例】
国内外屈指の光技術を有する浜松ホトニクス㈱が、光電子増倍管の生産拠点である豊岡製作所
（磐田市下神増）において工場拡張を計画したとき、面積が３ha超であったため、農林水産大臣協
議に約１年の期間を費やすこととなり、成長分野でさらに頑張ろうとする企業の投資活動を遅らせ
る大きな要因となった。例えばこの面積が４haの農林水産大臣許可案件となれば、さらに期間を要
するものであると考えられる。

【必要性】
磐田市では、新東名高速道路の（仮称）磐田スマートＩＣが平成29年度の開業をめざして整備を進
めており、東名高速道路の磐田ＩＣ及び遠州豊田ＰＡスマートＩＣを含めて、周辺地域における土地
利用の重要性は日増しに高まっている。しかしながら、現行農地法下では、農地転用に係る手続
きに期間を要すことがあり、迅速に土地利用を進めることが難しい。こうした状況を踏まえ、農地法
の権限移譲等をさらに進めることで、手続き期間が短縮され、基礎自治体の責任と創意工夫のも
と、住みやすいまちづくりに取り組むことができるようになる

【効果】
４ha超の農地転用許可の権限移譲により 手続き期間が１年以上短縮が見込まれる

26年 197 農地・農業 都道府県 奈良県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条第
１項、第５条第１
項

農地転用の農林
水産大臣許可権
限を都道府県に移
譲

４ｈａを超える農地の転用にかかる許可権限を大臣から
都道府県知事に移譲する。

【根拠条文】４ｈａを超える農地転用は農林水産大臣の許可が必要である。
【改正の必要性】
農地転用の大臣許可については、多大な時間を要し、迅速性に欠け、地域の活性化や県内の雇
用を生み出す工場や商業施設の立地を進めていく上で課題となっている。
地域の実情を把握する地方が事務を行うことで、地域における農業の実情とスピードを重視する
企業のニーズに対応しながら、優良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となり、総合的
なまちづくりを進めることができる。
【具体的な支障事例】
大規模商業施設を誘致するため、市街化区域編入したが、その後の交通協議で市街化調整区域
内で道路拡幅が必要となった。本来市街化区域内の農地転用は許可不要であるが、一連の事業
計画のもとに市街化区域と市街化調整区域にまたがって転用が行われその面積の合計が４ｈａを
超える場合は市街化調整区域にある農地転用は大臣許可が必要とのこと。開発事業者が道路拡
幅を行う場合大臣許可手続きに相当の時間を要することとなり事業計画が遅れることが予測され
たため、開発事業者による道路拡幅は断念し、市が直接施工した。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 225 農地・農業 都道府県 三重県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条、
第5条、附則第2
項

農地転用の許可
等に関する事務・
権限の移譲

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事
務・権限を市町村に移譲する。
農地法附則第２項の２ha超４ha以下の農地転用に係る
国への協議を廃止する。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、２ha超４ha以下の農地転用については知事許可であるものの、
農林水産大臣への協議が必要となっており、また、４ha超の場合には農林水産大臣の許可が必
要となることから、大規模な農地転用では、国との協議・調整に多大な時間と手間を要し、迅速に
農地転用ができない場合があり、これにより企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国
の関与が残っており、総合的な地域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村
が総合的に担い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判断する仕組みを実現する必要
がある。農地の重要性については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する
地方が事務を行うことで事務の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する
企業のニーズに対応しながら、優良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることか
ら、移譲すべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 234 農地・農業 都道府県 広島県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条第
1項及び第5条
第1項

4ヘクタールを超え
る農地転用の農林
水産大臣の許可
権限の都道府県
知事への移譲

4ヘクタールを超える農地転用に係る農林水産大臣の
許可権限を都道府県知事へ移譲する。

【支障事例】
4ヘクタールを超える農地転用について農林水産大臣が許可する場合であっても，各農業委員会
において意見書を添付するために農業委員会でも審査は行われており，二重の審査が行われて
いる。また，地方農政局における手続に一定程度時間を要する。このため，刻々と変化する経済
情勢に基づくビジネスチャンスを企業等が逃す場合や，不要な出費を強いる場合があり，許可権
限を都道府県へ移譲することにより事務の迅速化を図るべきである。
【懸念の解消】
国は，現行制度について，大規模農地転用については，優良農地の確保や大規模農地転用に
よって用排水系統を分断し周辺農地に大きな影響をもたらすこととなり慎重な判断が必要となるな
ど農地転用制度の適正な運用を図るためとしているが，農地転用許可について県（本県では市町
へ権限移譲済）が行う場合と農林水産大臣が行う場合で許可の基準が変わるものではなく，都道
府県（本県では市町）は審査能力を有することから，許可権限を都道府県へ移譲することによる支
障はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 262 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

農地転用許可の
移譲

４ha超の農地転用許可の権限については農林水産大
臣から地方に移譲すること。
（ただし、優良農地の確保の観点から、国が関与する
一定の権限の留保は必要。）

【制度改正の必要性等】
農地法第４条、第５条による4ha超の農地転用は農林水産大臣許可となっているため、自治体が
持つ他法令許可等との確認・調整作業に多くの時間を要し、審査期間が長期化してる。
【制度改正の経緯】
平成２５年１２月２０日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」で
は、「農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正
する法律（Ｈ２１法５７）附則第１９条第４項に基づき、同法施行後５年を目途として、地方分権の観
点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用事務の
実施主体や国に関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。」とされている。
農林水産省は、「大規模な農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集
団的な優良農地において、周辺農地の無秩序な開発を招くおそれがあることなど影響が大きく、国
レベルの視点に立った判断を行うことが必要」との見解を示している。
【懸念への対応】
本県では、2ha超4ha以下の転用許可権限が移譲された平成10年11月から平成25年末までの間
に、大臣許可案件の調整を24件処理しており、地方が権限の移譲を受けても、法を適正に運用
し、事務処理を行う十分な能力を備えている。
ただし、優良農地の確保の重要性を考慮すると、国レベルの視点からの考察も必要と思われるた
め、地方自治法第245条の5に規定する是正の要求の対象に2ha超の案件も含まれるよう農地法
第59条を改正するなど、国が関与する権限を留保すること。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 300 農地・農業 都道府県 福島県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条第
1項、第5条第1
項

農地転用等に関
する知事・農林水
産大臣の許可権
限の市町村への
移譲

農地転用等に関する知事・農林水産大臣の許可権限
を法律により市町村に移譲する。

【提案事項】
農地の転用は、住民に身近な市町村が権限を持ち、迅速かつ簡素に許可事務を行うことが必要
であり、農地転用等に関する許可権限を法律により市町村に移譲するべきである。
このことにより、住民にとっては、申請から許可までの時間の短縮、地域の実情をよく知る市町村
農業委員会で事務処理が行われ説明等が簡略化されるとともに、行政にとっては、市町村（農業
委員会）の主体的な意思決定や地域の特色を生かした事務執行が可能となるため、まちづくりの
主体である市町村による総合的な行政が展開されることとなる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 313 農地・農業 都道府県 熊本県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条
農地法第5条

農地転用の許可
権限の国から都道
府県への移譲

４haを超える農地転用の許可権限について、国から都
道府県へ権限を移譲すること

【支障】
農地転用については、土地利用者の利便のためにも事務手続の迅速化を図る必要がある。しかし
ながら、4ha超の国許可案件の農地転用については、申請から許可まで1年間を要している事例が
あるなど事務手続の迅速化を阻害している。
【制度改正の必要性】
許可基準が法令で定められており、国と県との間で意見が異なることもなかった点や事務手続き
の簡素化による住民サービスの向上を考慮すると、都道府県へ権限を移譲するべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 347 農地・農業 中核市 大分市 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

農地転用に関する
知事・農林水産大
臣の許可権限の
市町村への移譲

農地転用に関する知事・農林水産大臣の許可権限を
市町村へ移譲すること

【提案事項】
農地転用に関する知事・農林水産大臣の許可権限の市町村への移譲
【支障事例】
農地転用許可にあたっては、申請を市町村農業委員会が受理し、十分な審査ののち意見を付して
都道府県知事に送付しているにも関わらず、知事は形式的に都道府県農業会議への諮問を行う。
市町村は地域の実情を把握しており、自ら十分に適切な判断ができるにも関わらず、こうした事務
処理は多大な時間や手間を要し、迅速な事務処理を妨げるとともに、総合的なまちづくりを進めて
いく上での支障となっている。
【制度改正の必要性】
農地転用許可は、農用地区域の設定とともに、優良農地を守る制度であると同時に、土地利用行
政の一角を占める制度である。都市、農村、山村にわたる一体的な地域づくりのためには、本来、
土地利用行政は基礎自治体である市町村が総合的に担い、地域における最適な土地利用の実
現を図るべきである。本提案は、「都道府県農業会議への諮問の廃止」と併せて移譲されることに
より事務の簡素化・迅速化に寄与するとともに、地域の実情に即した農地を含めた総合的な土地
利用行政が基礎自治体の主体的判断と責任において実施することを可能とするものと考える。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 468 農地・農業 都道府県 神奈川県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条及
び第５条

農地の転用に関
する事務の国から
の権限移譲

・４ｈａを超える農地転用許可事務の都道府県への移譲

開発計画等の大規模な農地転用が予定された場合、大臣許可に至るまでの国との調整が長期間
に及ぶ可能性もある。このため、農地転用許可事務における、４ha超の転用許可を権限移譲する
ことで、事務が地方に一本化され、事務処理期間の短縮が見込めるとともに、地域の実情に応じ
た土地利用が可能となる。

26年 417 農地・農業 市区長会
指定都市市長
会

農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条第
１項、第５条第１
項

農地転用の許可
権限の移譲

農地法第４条及び第５条に規定される農地転用の許可
権限について、農林水産大臣又は都道府県知事から
指定都市の市長へ移譲する。

土地利用行政を基礎自治体が総合的に担う観点から、農地法第４条第１項、第５条第１項に規定
される農地転用の許可権限について、農林水産大臣又は都道府県知事から指定都市の市長へ
移譲する。
（権限移譲等の必要性）
・地方の活力をより一層高めるための土地利用は、都市の成長を図るために行う土地利用と農地
保全の両方の観点をもって行う必要があるため、地域の実情を熟知している指定都市に権限を移
譲する必要がある。
・農地転用許可基準は農地法等で明確化されていることから、その基準への適否については地域
の実情を熟知している基礎自治体が適正に判断することができる。
・農地転用の許可及び農業振興地域指定等の事務権限を一括して指定都市が移譲を受け、一元
的に取組みを進めることにより、申請者の負担の軽減等、効率的かつ効果的な施策展開が可能と
なる。
・農地転用許可権限を基礎自治体が担い、農業委員と連携することで地域の農業振興を図り、不
要な宅地開発を防ぐことができる。
・当該許可権限は、都道府県の事務処理特例条例により、多くの市町村に権限の一部が移譲され
ている。こうした実態を踏まえ、「市町村優先の原則」の下で、特に、事務処理特例制度による実績
が積み上がったものについては、法令により市町村事務として整理されるべきである。
・農林水産大臣の許可案件についても、農業委員会が申請者からの転用相談を受け、許可基準
に係る調査を行っているのが実情である。
（支障事例）
別紙№1に記載のとおり

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 439 農地・農業 都道府県 岐阜県 農林水産省 A　権限移譲
農地法4条1項、
5条1項

農地転用の権限
移譲

農地の転用に関する許可権限を市町村長に移譲す
る。

【現状】
県内の市町村が工業団地開発などを進めるうえで、農地転用が課題となり、計画的なまちづくりが
進んでいない。
【支障事例】
Ａ地区で検討されている工業団地開発構想では、数年前より農地転用に関する協議を進めてい
る。当該工業団地は、高速道路のＩＣ周辺という企業立地の絶好の場所に位置しているとともに、
雇用の場の創出のため企業誘致を望む地域住民の要望があることから、市町村が主体となって
進めている。しかし、農地転用の具体性（当該工業団地に立地する企業の具体的な企業名の提示
等）等、現状における回答が困難な説明を求められ、協議が進展しない。
【支障事例の解消策及び効果】
農地転用を、地域の実情に精通している市町村長の許可とすることにより、工場団地の造成など
主体的かつ総合的なまちづくりを行うことができ、効果的な企業誘致等を進めることができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 672 農地・農業 一般市 須坂市 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条、
第5条

4haを超える農地
転用に対する農林
水産大臣許可を県
知事に権限移譲

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となっ
て農用地の利活用が可能となるよう制度の改正をして
いただきたい。

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上
からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求
める企業との交渉の支障となっている。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）
が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 703 農地・農業 都道府県 鹿児島県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条及
び第５条

４ヘクタールを超
える農地転用に係
る都道府県知事へ
の許可権限の移
譲

農地転用面積が４ヘクタールを超える場合の農地転用
許可権限を現行の農林水産大臣から都道府県知事に
移譲する。

【権限移譲の必要性】
農地の総量確保のあり方と併せて検討すべきものと考えるが、４ha超の農地転用許可について
は、国よりも農地の状況をより把握できる県に権限移譲を行うことで、事務処理全体の時間短縮や
申請人の負担軽減等が図られる。

【当県における事務の実績】
平成23年から平成25年までで５件発生
所要期間が長いものの例としては、２年８ヶ月（協議５回）、１年６ヶ月（協議４回）

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 720 農地・農業 都道府県 徳島県、大阪府 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

農地の転用に関
する事務

農林水産大臣許可案件（4ha以上）の権限を地方に移
譲する。

大臣転用案件については、都道府県を経由して国において許可・不許可を判断しているところ、地
域の状況（地理的・地勢的）についてどうしても国では把握が十分ではなく、結果的に都道府県等
に状況の確認を行うこととなり、申請者にとっては多大な時間を要しており、その部分の負担を軽
減するために、権限を地方に移譲して、申請者側の負担を軽減する。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 752 農地・農業 都道府県 兵庫県、大阪府 農林水産省 A　権限移譲
農地法第４条、
第５条

大臣許可を要する
農地転用許可権
限（４ha超）の都道
府県への移譲

農地転用については、現行では４ｈａを超える案件は大
臣許可が必要とされているが、当該許可について許可
権限を都道府県に移譲すること。

【現行】
４ha以下の農地転用については、都道府県知事が許可することとされているが、４haを超える転用
についても、地域の実情に応じた農業生産の基盤である農地の確保といった県全体の農業施策
の観点から、都道府県知事による許可が望ましい。
【制度改正の必要性】
全国知事会による自治体アンケートによれば、企業誘致や新駅設置に伴う周辺整備などの具体
的計画が存在したにもかかわらず、国との事前協議開始から正式協議までに長期間（２年程度）
要した事例もあり、計画的な地方の施策展開に支障が生じている。そもそも許可基準は同一であ
り、面積で許可権者が異なるのは不合理。大規模農地の農地転用許可権限を都道府県に移譲す
ることで、農地転用事務の迅速化及び地域の実情に応じた土地利用調整が可能となる。
【改正による効果】
地域の実情を把握する県において、国のような縦割りではなく農政部局とまちづくり部局が連携
し、農地単体ではなく総合的な土地利用の観点から判断することができる。
県が行う農地転用許可事務は、市町農業委員会での審議や県農業会議への諮問手続きによっ
て、客観的かつ総合的な判断が担保されているにもかかわらず、転用面積の大小によって許可権
者が変わることに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 935 農地・農業 都道府県 三重県 農林水産省 A　権限移譲
農地法第4条、
第5条

農地転用の許可
等に関する事務・
権限の移譲

農地法第４条及び５条の農地転用の許可に関する事
務・権限を市町村に移譲する。

【支障事例等】
現在の農地転用事務においては、４ha超の場合には農林水産大臣の許可が必要となることから、
大規模な農地転用では、国との協議・調整に多大な時間と手間を要し、迅速に農地転用ができな
い場合があり、これにより企業が進出をとりやめるといったケースがある。
【制度改正の必要性】
都市計画法では都市計画決定権限の多くが市町村に移譲されているにも関わらず、農地では国
の関与が残っており、総合的な地域づくりのためには、土地利用行政は基礎自治体である市町村
が総合的に担い、地域の実情に怖じた土地利用を市町村が自ら判断する仕組みを実現する必要
がある。農地の重要性については地方も認識しており、適正な審査を行っている。実情を把握する
地方が事務を行うことで事務の迅速化が図られ、地域における農業の事情とスピードを重視する
企業のニーズに対応しながら、優良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となることか
ら、移譲すべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 38 農地・農業 都道府県 愛知県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則2項

2ha超4ha以下の
農地転用許可に
係る農林水産大臣
への協議の廃止

同左

【支障事例】
法令に規定はないが、協議に先立つ事前相談が慣例となっており、その分、審査期間に遅れが生
じている。
【制度改正の必要性】
農地転用に関する事務は法令に則って実施されていることから、地域の実情に精通した地方が大
規模農地の転用に関する事務を執行しても、無秩序な開発を招くとは考えにくい。国の許可権限
の地方への移譲や協議を廃止することで、審査期間の短縮が図られることを考慮すると地方で行
う方が効果的な事務ができる。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 120 農地・農業 都道府県 静岡県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

２haを超え４ha以
下の農地に係る転
用許可等に係る農
林水産大臣との協
議の廃止

農地法附則第２項により都道府県知事に義務付けられ
ている、２haを超え４ha以下の農地転用許可等に係る
農林水産大臣協議の廃止

【提案の背景】
農地転用に当たっては、農地面積が４ha以下の場合は知事（又は権限移譲市長）が許可権限を有
しているが、２haの農地転用については、農林水産大臣との協議が必要となっている。政府におい
ては、平成25年12月20日に「事務・権限の移譲等に関する見直し方針」を閣議決定し、この中で、
農地転用許可制度について、平成26年を目途として、農地確保の施策のあり方等とともに、農地
転用事務の実施主体や国の関与等のあり方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措
置を講ずることとしている。
【制度改正の必要性】
大臣協議が必要な案件の処理には、協議不要の案件に比べ、事前協議等に数カ月以上の期間
が加わるため、迅速な事務処理に支障を来たしている。例えば、企業立地等の転用需要に対し、
開発者の事業展開のスピードを勘案した迅速な農業上の土地利用調整や許可処分等が必要であ
るにもかかわらず、行政間の長期にわたる協議等によって農業振興を含む地域経済の活性化の
機会を逃す可能性があることなどがあげられる。大臣協議の廃止により、事前協議が不要となり、
迅速な事務処理を行うことが可能となる。
【懸念への対応】
大臣協議の廃止により、大規模な案件に係る適正な農地転用許可事務の運用の確保が課題とな
るが、農地転用許可事務は、法令化された許可基準に従って処理するものであり地方自治体にお
いても公平かつ厳格な運用の確保は可能である。なお、本県では、優良な農地を確保、保全する
とともに、農地法に基づく農地転用許可制度を適正に運用するなど、県土の合理的な土地利用の
推進に努めている。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 178 農地・農業 都道府県 佐賀県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

農地転用の許可
に対する農林水産
大臣協議の廃止

農地法附則第２項の２ｈａ超４ｈａ未満の農地転用に係
る都道府県から農林水産大臣への協議を廃止する。

【支障】土地利用法制と所管省庁は法制・所管ともに縦割りであるが、都市計画法制が一定の権
限移譲が進んでいるのに対して、農地法の権限移譲はほとんど進んでいない。このため、地域に
おける土地の最適な利用を判断する責任が、地方自治体に十分ないため、まちづくりを地方自治
体が行っているという実感が乏しい。また、農地転用について農林水産大臣の許可、協議を必要
とする案件があるため、手続に時間がかかることから、行政の効率性の観点からも問題がある。
【改正の必要性】農地法附則第２項の２ha超４ha未満の農地転用に関する都道府県から国への協
議を廃止する。これにより、地域の実情を把握する地方自治体が事務を行うことで事務の迅速化
が図られるとともに、地域における土地利用の責任を地方が担うことが可能となる（別途、農地転
用に関する事務権限を市町村長に移譲することを提案中）。
【懸念の解消策】農地転用の事務移譲に伴い、国全体で確保すべき農地が守られなくなるという懸
念に対しては、地方六団体農地制度PT報告書（添付）で提案しているとおり、国、都道府県、市町
村の間で確保すべき農地の総量等について、実質的な協議を行ったうえで、事後に第三者機関に
よる評価を行うことで実効性を確保すること等により、解消が可能である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 181 農地・農業 都道府県 秋田県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

農地転用許可に
係る農林水産大臣
の協議の廃止

２ｈａを超え、４ｈａ以下の都道府県知事許可案件につい
て、農林水産大臣との協議を廃止すること

【見直しの必要性】
・農地法附則第２項において、都道府県知事は、当分の間、２ヘクタールを超える農地転用につい
て、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならないこととしている。
・農地転用については、法令に基づく許可基準が定められており、許可権者に関わらず、許可の
可否判断は同一である。
・大臣協議（事前調整及び公文書協議）に一定期間（１～２週間）を要し、迅速な許可事務に支障
をきたしており、協議は必要ない。
・県は国に対して審査書類や計画図等の資料を提供することに異存はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 196 農地・農業 都道府県
和歌山県、大阪
府

農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

面積が2ｈａ超4ｈａ
以下の農地転用
許可にかかる農林
水産大臣協議の
廃止

面積が2ｈａ超4ｈａ以下の農地転用許可に係る農林水
産大臣への協議を廃止する

【制度改正の必要性】
県が行う農地転用許可事務は、市町村農業委員会の審査、県農業会議への諮問からなる３段階
の過程で行われ、客観的かつ総合的な判断が担保されており、面積の大小によって協議の要否を
区別することに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 213 農地・農業 一般市 磐田市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

２ha超４ha以下の
農地転用許可に
係る農林水産大臣
協議の廃止

２ha超４ha以下の農地転用許可に係る農林水産大臣
協議の廃止

【支障事例】
国内外屈指の光技術を有する浜松ホトニクス㈱が、光電子増倍管の生産拠点である豊岡製作所
（磐田市下神増）において工場拡張を計画したとき、面積が３ha超であったため、農林水産大臣協
議に約１年の期間を費やすこととなり、成長分野でさらに頑張ろうとする企業の投資活動を遅らせ
る大きな要因となった。

【必要性】
磐田市では、新東名高速道路の（仮称）磐田スマートＩＣが平成29年度の開業をめざして整備を進
めており、東名高速道路の磐田ＩＣ及び遠州豊田ＰＡスマートＩＣを含めて、周辺地域における土地
利用の重要性は日増しに高まっている。しかしながら、現行農地法下では、農地転用に係る手続
きに期間を要すことがあり、迅速に土地利用を進めることが難しい。こうした状況を踏まえ、農地法
の権限移譲等をさらに進めることで、手続き期間が短縮され、基礎自治体の責任と創意工夫のも
と、住みやすいまちづくりに取り組むことができるようになる

【効果】
２ha超４ha以下の農地転用の大臣協議の廃止により、手続き期間が半年から１年程度の短縮が
見込まれる

26年 199 農地・農業 都道府県 岡山県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

農地転用許可事
務に関する農林水
産大臣への協議
の廃止

2haを超える農地転用の知事の許可に係る農林水産大
臣への協議を廃止する。

【制度改正の必要性】
農地転用許可に当たっての審査基準は同一であり、面積要件により許可権者を変える必要性に
乏しく、許可権限を市町村へ移譲すること、農林水産大臣への協議を廃止することにより事務の迅
速化を図るべきである。
【支障事例】
地方農政局における手続に一定程度時間を要するため、立地を計画している企業等が刻々と変
化する経済情勢に基づくビジネスチャンスを逃す場合や、不要な出費を強いる場合がある。
【制度改正の経緯】
本県では、現在、４ha以下の農地転用許可権限を全ての市町村に移譲しているが、何ら問題なく
事務処理ができている。市町村からは、より迅速な事務処理を可能にするため、県農業会議の意
見聴取の義務付けを廃止すべきとの多数の意見がある。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 314 農地・農業 都道府県 熊本県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
２ha超から４ha以
下の国への協議
の廃止

知事許可の２ha超から４ha以下の農地転用について国
への協議を廃止すること

【支障】
農地転用については、土地利用者の利便のためにも事務手続の迅速化を図る必要がある。しかし
ながら、2ha超から4ha以下の農地については知事許可にもかかわらず、国への協議が必要で、1
カ月～数カ月の協議期間を要しており、事務手続の迅速化を阻害している。
【制度改正の必要性】
国への協議は「当分の間」として平成10年に法改正が行われ既に16年経過している。農地転用に
ついては、許可基準が法令で定められており国と県との間で意見が異なることもなかった点や事
務手続の迅速化による住民サービスの向上を考慮すると、「協議」は廃止すべきである。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 673 農地・農業 一般市 須坂市 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

2haを超え4ha以下
の農地転用に対
する農林水産大臣
の協議廃止

地域の実情を把握している地方公共団体が主体となっ
て農用地の利活用が可能となるよう制度の改正をして
いただきたい。

調整に時間を要することから、地域や企業のニーズに応じた土地利用に支障が生じている。
また、現状として、
１　現在、農業振興地域内では、農業後継者がおらず荒廃農地が目立つ状況であり農業政策上
からも好ましい状況とは言えない。
２　既存集落においては高齢化と人口減少が進行している。
ことが挙げられる。
これらを打破するための施策として、①企業誘致等を進める場合、過剰な規制が迅速な対応を求
める企業との交渉の支障となっている。②既存集落の維持のためには、兼業農家（農業後継者）
が居住できるよう、就労場所の確保が必用である。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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年度
年度別
管理番号 提案分野 提案団体の属性

（都道府県／市町村）
提案団体 所管・関係府省庁 提案区分 根拠法令等

提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
【調整結果】

地方からの提案等に関する対応方針（閣議決定）
記載内容

26年 778 農地・農業 都道府県 兵庫県、大阪府 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

知事許可案件であ
る農地転用（２ha
超４ha以下）の許
可に際しての大臣
協議の廃止

農地転用については、２ｈａ超４ｈａ以下の案件は知事
許可に際し大臣協議が必要とされているが、知事許可
に際しての大臣協議を廃止すること。

【現行】
農地転用については、現行では、２ｈａ超４ｈａ以下の案件は知事許可に際し大臣協議が必要とさ
れている。
【支障事例】
過去において企業誘致や新駅設置に伴う周辺整備などの具体的計画が存在したにもかかわら
ず、国との事前協議開始から正式協議までに長期間要した事例があり、計画的な地方の施策展
開に支障が生じた。
【改正による効果】
知事許可案件に係る大臣協議を廃止することで、農地転用事務の迅速化及び地域の実情に応じ
た土地利用調整が可能となる。
また、地域の実情を把握する県において、国のような縦割りではなく農政部局とまちづくり部局が
連携し、農地単体ではなく総合的な土地利用の観点から判断することができる。
なお、県が行う農地転用許可事務は、市町農業委員会での審議や県農業会議への諮問手続きに
よって、客観的かつ総合的な判断が担保されているにもかかわらず、転用面積の大小によって協
議の要否を区別することに合理性はない。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも

26年 885 農地・農業 都道府県 埼玉県 農林水産省
B　地方に対す
る規制緩和

農地法附則第２
項

農地転用許可に
係る協議の廃止

２ha超４ha以下の農地転用許可の際行うこととされて
いる農林水産大臣への協議を廃止すること。

【制度改正の必要性等】
農地法第４条、第５条による2ha超4ha以下の農地転用許可については、都道府県知事から農林
水産大臣への協議制とされている。このため、県で審査を行った後で国において再度同様の協議
を行うなど、二重行政の状態となっており、事業者の事務的な負担が大きいとともに、審査期間が
長期化している。
【制度改正の経緯】
平成２５年１２月２０日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」で
は、「農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正
する法律（Ｈ２１法５７）附則第１９条第４項に基づき、同法施行後５年（平成２６年）を目途として、
地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農
地転用事務の実施主体や国に関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。」とされている。
農林水産省は、「大規模な農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集
団的な優良農地において、周辺農地の無秩序な開発を招くおそれがあることなど影響が大きく、国
レベルの視点に立った判断を行うことが必要」との見解を示している。
【懸念への対応】
本県では、2ha超4ha以下の転用許可権限が移譲された平成10年11月から平成25年末までの間
に、2ha超4ha以下の知事許可案件を28件処理しており、協議が廃止されても、法を適正に運用
し、事務処理を行う十分な能力を備えている。

４　【農林水産省】
（４）農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭
44法58）
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律（農振法）における国
と地方の役割分担については、以下のとおり、農地の総量確保の仕
組みの充実を図るとともに、農地転用に係る事務・権限について、地
方への移譲等を行うこととする。
（ⅰ）農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて
・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条
の２第１項）を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の
設定基準案に加え、国の目標面積案について、都道府県知事の意
見を聴くこととする。
・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及
び都道府県の目標面積の設定基準案について、市町村長の意見を
聴くこととする。
・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定
基準を設定するため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と
協議する場（協議の場）を設けることとする。協議の場の議事等につ
いては、公表するものとする。
・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案
及び都道府県の目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違
がある場合には、その要因分析等を行い、施策効果の見込み方等
について協議する。これらの過程を通じて、国と地方が十分な議論を
行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標
面積の設定基準を設定する。
・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日
地方六団体）において提案されている「農地の総量確保の目標管
理」の仕組みに係る実効性を検証することとし、今後の制度設計の
議論に反映するものとする。
（ⅱ）農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置につい
ては、別紙を基本とする。
・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法
附則２項）については、廃止する。
・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農
林水産大臣との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指
定市町村にあっては、当該指定市町村の長）に移譲する。
・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確
保する目標を立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣
が指定する市町村（指定市町村）の長については、都道府県知事と
同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲
する。あわせて、農用地区域内における開発許可（農振法15条の２）
に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。
・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項
及び５条３項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せ
て検討を行う。
・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏
まえ、必要に応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るととも
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